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Ⅰ 第３次行政改革の基本的な考え方  

 

 １ 基本的な考え方                         

    
本市は、これまで 

・第１次五島市行政改革大綱（平成１７～２１年度） 

・第２次五島市行政改革大綱（平成２２～２６年度） 

と、行政改革に関する計画を適宜策定し、コスト削減、人員削減、無駄の削減など

を主眼とした量的な行政改革を推進し、行政運営のスリム化に一定の成果を上げて

きました。 

 第３次行政改革では、さらに行政を経営するという新たな視点に立ち、限られた

経営資源（人、物、金、情報）を有機的に結び付け、市民が満足する行政サービス

をより効率的に提供できる質的な改革も併せて行うこととし、市民の誰もが夢や希

望を持てる元気なまちづくりを目指した取り組みを推進していきます。取り組みに

あたっては、市民と行政が、それぞれの特性や能力を発揮できるしくみを構築し、

お互いの役割と責任を認識しながら一体となって、まちづくりを進めます。 

特に、第３次行政改革の期間は、合併に伴う財政支援措置が終了していく時期で

あり、将来にわたって持続的な財政基盤を構築していく大切な期間であるため、職

員１人ひとりが意識改革に努め、発想の転換や、創意工夫により積極的に改革を推

進していきます。 

 

 ２ これまでの行政改革の取り組み                  

    
   これまでの行政改革の主な取り組みとして、第１次行政改革（平成１７～２１年

度）では、大幅な職員の定員削減、財政健全化計画による歳出削減、公の施設の指

定管理者制度の導入などの改革を推進することにより、危機的な財政状況が着実に

改善されるなど、新市の礎づくりとして一定の成果を上げてきました。その後の第

２次行政改革（平成２２～２６年度）においても、第１次に引き続き、行政運営の

効率化に向けた取り組みを進めてきた結果、地方自治体の財政の健全性を示す指標

については、改善の方向で推移しており、また、市民と行政が協働しながら地域活

性化を推進していく仕組みの構築など新たな取り組みによる成果が得られたとこ

ろです。 

   

 （１）財政健全化の取り組み 

    財政健全化については、歳入に見合う歳出構造への転換を図り健全な財政運営

を確立するため、第２次財政健全化計画（平成２３～２７年度）を策定し、市税

等の歳入確保、事業評価に基づく事務事業の整理合理化による歳出削減のほか、
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将来に向けた取り組みとして繰上償還の実施による地方債残高の縮減などに取

り組んできたところです。その結果、目標に掲げた計画期間中の単年度収支不足

の解消については、達成されており、実質公債費比率についても目標達成に向け

着実に推移しています。 

 

〈普通会計決算の推移（平成 23 年度～27 年度）〉 

                                  （単位：百万円、％） 

 H23年度 H24年度 H25年度 H26年度 

（見込み） 

H27年度 

（見込み） 

歳入総額 29,830 29,740 33,162 30,748 28,222 

歳出総額 28,830 28,743 31,610 30,748 28,222 

経常収支比率 90.0 90.8 90.8 93.1 94.3 

実質公債費比率 13.0 11.7 11.1 10.3 8.5 

地方債残高 37,698 36,895 37,285 37,226 36,815 

基金（総計） 8,559 10,376 10,952 11,563 11,582 

 

 （２）定員適正化の取り組み 

    定員適正化については、地域の実情に応じた効率的な組織機構及び最小の経費

で最大の効果を上げることを基本として、第２次定員適正化計画（平成２２～２

６年度）を策定し、第１次の計画に引き続き職員定数の削減に取り組んできたと

ころです。取り組みについては、組織の見直しによる業務の効率化、多様な人材

の活用や定年前早期退職者の募集などにより定数削減を進めており、計画の目標

である平成２２年４月１日から平成２７年４月１日までの５年間で職員数削減

（５７人）については、平成２６年４月１日現在で５６人の削減を実施しており、

計画期間内の目標達成が見込まれています。 

 

〈職員数の推移（平成 22 年 4 月～27年 4 月）〉 

                                               （単位：人） 

 H22年4月 

（基準） 

H23年4月 

（1年目） 

H24年4月 

（2年目） 

H25年4月 

（3年目） 

H26年4月 

（4年目） 

H27年4月
見込み 

（5年目） 

職員数 664 645 629 617 608 607 
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 ３ 本市を取り巻く社会経済情勢                     
 
（１）人口減少、少子高齢社会の進展 

    本市では、少子高齢化による自然減と、若者を中心とした人口流出による社会 

減がともに著しく、人口減少が急速に進行しており、生産年齢人口の減少によ

る経済への影響など、社会の様々な分野に深刻な影響を及ぼすことが懸念され

ています。 

本市の人口は、国立社会保障・人口問題研究所の市町村別将来推計人口（平

成２５年３月推計）によると、平成２２年から２０年後の平成４２年には、約

１万３千人減少し、市民の約２人に１人が６５歳以上の高齢者という超高齢社

会が到来するものと推計されています。また、出産が可能な年齢層の女性人口

についても減少し続けており、出生数の大幅な減少が避けられない状況です。 

     このため、人口減少と少子高齢化が進行する中にあっても、持続可能な活力 

ある市政を実現するとともに、人口減少と少子高齢化の進行を緩和していく施

策を展開する必要があります。 

 

〈本市の将来人口推計〉

 
＊平成 22 年までは国勢調査実績値、平成 27年以降は国立社会保障・人口問題研究所による 

平成 25年 3 月推計値 
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 （２）厳しさを増す財政環境 

    わが国の経済は、経済対策、金融政策の効果による期待を背景に景気回復へ改

善の兆しはありますが、地方経済においては、その波及効果を十分に実感するこ

とができない状況にあり、個人所得の伸び悩みや人口減少の影響により、市税を

中心とする歳入の減少が見込まれています。 

    一方、少子高齢化による介護、医療費等の社会保障費や公共施設の経年化に伴

う維持管理経費の増大など、歳出の増加が見込まれ、地方公共団体における財政

環境は厳しい状況にあります。 

    本市の財政においても、これまで財政健全化計画に基づき、様々な財政改革に

取り組んできましたが、依然として市税をはじめとする自主財源比率は低く（平

成２５年度普通会計決算：１８．３％）、地方交付税や国庫支出金等に多く依存

しており、国の施策に大きく影響を受ける構造となっています。また、市町村の

合併の特例に関する法律によって、合併後１０年間は、合併がなかったものと仮

定して算定した普通交付税が保障（合併算定替）されていましたが、平成２７年

度から５年間で段階的に縮減されることとなっており、縮減終了後の平成３２年

度には平成２６年度と比較して約１９億円の減少が見込まれています。さらには、

交付税措置のある合併特例債の発行も平成３１年度で終了するなど、本市を取り

巻く財政環境は厳しさを増すことが予測され、平成２７年度からの５年間は、本

市の財政基盤を強化するうえで非常に重要な期間であると言えます。 

  このため、今後も自主財源の確保や歳出の適正な執行など歳入歳出全般にわた 

 る対策に取り組み、持続的な財政運営に努めていく必要があります。 
 

（参考）合併算定替による地方交付税の推移イメージ 
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 （３）老朽化が進む公共施設の維持管理、更新 

    本市は、合併前の旧１市５町において、保有していた公共施設をそのまま引き

継いだため、同様の機能を持つ施設が重複して配置されている状況です。 

また、これらの施設の半数近くは、昭和３０年代後半から５０年代にかけて整 

   備された建築後３０年以上を経過する施設であり、近い将来、集中的に大規模改 

修や更新の時期を迎え、多額の経費がかかってくることが予想されています。 

一方で、本市の財政状況は、今後、合併特例支援の終了により歳入が減少する 

   など引き続き厳しい状況が見込まれており、既存の公共施設をこれまでどおりの

考え方で維持・更新し続けていけば、将来、財源不足のため必要な更新ができず、

数多くの施設を休廃止せざるを得ない状況に追い込まれてしまいます。 

このため、本市は、将来を見据え、真に必要な公共施設を安全に保有し続ける

体制を確立していくことを目的とし、公共施設の見直しを行い、施設の統廃合な

ど将来的な財政負担を軽減するための取り組みを重点事項として積極的に進め

ていく必要があります。 
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Ⅱ 行政改革の基本方針 
 

 

 

１ 行政改革の基本方針                      

第３次行政改革では、第２次行政改革で掲げた次の３つの基本方針を継承し、簡 

 素で効率的な行財政運営の確立に向け、改革のさらなる推進を図っていきます。 

 

基本方針１：市民ニーズに的確に対応できる効率的な行政運営のために 

   多様化する市民ニーズに的確に対応した質の高い行政サービスを提供できる

よう事業実施の必要性や効果などをもとに徹底した見直しを行い、市民満足度向

上に繋げていきます。また、市民の行政への積極的な参画を促し、市民との連携・

協力のもと協働によるまちづくりを推進します。 

 

基本方針２：経営視点に立った簡素で効率的な組織運営のために 

   新たな行政課題や多様化する市民ニーズに対応するため、時代に即応した組 

織・機構の整備と職員の資質向上に努めます。また、人事評価制度を活用して個 

人の能力や業績を公正・公平に評価するなど、組織全体の活性化と組織力の強化 

を図ります。 

 

基本方針３：健全な財政運営のために 

   五島市総合計画等に掲げる施策の実現や多様化する市民ニーズに対応できる 

よう安定した財政基盤を確立するため、限りある財源を経営的視点から有効に配 

分し、適正かつ公平な観点で歳出の抑制と歳入の確保に努め、一層の財政健全化 

に取り組みます。 

 

２ 行政改革の実施期間                      

  第３次行政改革大綱に基づく取り組みの実施期間は、平成２７年度から平成３１ 

 年度までの５年間とします。 

 

３ 行政改革の推進方法及び推進体制                     

  第３次行政改革では、大綱に掲げる取り組むべき課題（主要推進項目）を踏まえ 

 て具体的に取り組む内容について、目的、実施方法、実施時期、数値目標などを盛 

り込んだ実施計画（集中改革プラン）を策定し、着実に実行していきます。 

 各取り組みの実施にあたっては、市長を本部長とする五島市行政改革推進本部を 

中心とし、改革目標の達成に向けて全庁体制で推進します。 
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 なお、実施計画（集中改革プラン）については、今後の社会経済情勢の変化等に

応じ、適宜必要な見直しを行います。 

 

４ 行政改革における主要目標                       

   行政改革大綱をより実効性の高いものとするため、主要目標を設定し、改革を計

画的に推進していきます。 

 

（１）財政の健全性の確保 

    経費の節減・合理化等を図ることにより、歳出規模を抑制し、計画期間中に 

２５０億円程度の規模（普通会計）を目指します。 

 

 （２）定員管理 

    効率的な行政運営を推進するため、定員の適正化を図ることとし、平成２６年 

   度の職員数６０８人から平成３２年度の職員数５６０人へ削減していくことを

目指します。 

  

 （３）公共施設の保有量 

    真に必要な公共施設を安全に保有し続ける体制の確立を図るため、長期的には

今後４０年間で施設保有量（延べ床面積）を約４０％削減する（※道路・橋梁施

設を除く）ことを目指し、計画期間中に公共施設等総合管理計画（10 年計画）

を策定し、施設分野別の実行計画を推進することにより施設の整理・統廃合等を

進めます。 
  
 

 

 （※）計画期間中に大規模な投資的事業を実施する場合など、一時的に歳出の総額が増

加することが想定されますが、事業実施に際しては、必要な財源を確保した上で

実施していくこととします。 

 （※）計画期間中に経済情勢、行政環境に大きな変化があった場合は、目標値の再検討

を行い、変化に即応した内容に修正することとします。 
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５ 第３次行政改革の体系図                    
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・
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②

 

資
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の

有

効
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【４つの取り組むべき課題】 

市民ニーズに的 

確に対応できる 

効率的な行政運 

営のために 

経営視点に立っ 

た簡素で効率的 

な組織運営のた 

めに 

健全な財政運営のために 

【３つ基本方針】 
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Ⅲ 取り組むべき課題（主要推進項目） 
 

 

 

 １ 市民満足度の高い行政サービスの推進              

   多様化する市民ニーズを的確に把握し、公平・公正な視点から、市民が満足し誇

りに思うまちづくりを市民とともに進め、市民サービスのさらなる質の向上を目指

します。 

このため、事業の遂行にあたっては、優先順位を戦略的に考え、限られた経営資

源を効果的・効率的に活用し、最大の成果を生み出すよう徹底して事務事業の見直

しを行います。 

また、市民と行政がまちづくりの方向性をしっかりと共有し、地域における課題

解決に向け取り組んでいけるよう官民の役割分担を見直しながら、ともにまちづく

りを行うパートナーとして連携の強化を一層推進していきます。 

 

 （１）便利で質の高い市民サービスの提供 

    職員のおもてなし力の向上に努め、親しみやすく、迅速で適切な対応を徹底し、

市民の目線に立った市民サービスの提供を行います。 

また、市民の満足度を高めるため、行政のプロとして質の高いサービスをわか

りやすく提供するとともに、行政手続きの簡略化など、常に市民の目線に立ち、

ハード・ソフト両面から、市民サービスの見直しを行います。 

 

（２）市民等との協働・連携によるまちづくりの推進 

    地域の課題やニーズを的確に対応するためには、市民の行政への積極的な参画 

   が必要です。 

 このため、市民と行政がそれぞれの立場を尊重しながら、真のパートナーシッ 

プをつくり、市民と行政が一体となってまちづくりを推進できる体制を構築して 

いきます。 

 また、取り組みを進めるにあたっては、行政運営について、住民等への説明責 

任を果たし、議会や住民等の監視のもと公正の確保と透明性の向上を図ることが 

重要となることから、行政運営に係る必要な情報については、積極的に情報公開 

を行い透明性の向上を図ります。 

 

（３）事務事業の見直し 

    事務事業の見直しについては、事業評価制度を活用し継続的な見直しに取り組

むこととし、行政関与の妥当性、必要性、費用対効果、緊急性等の観点から検証

を行い、使命を終えた事業や効果の低下した事業の廃止・再編、類似事業の統廃

合を進めます。また、事務事業の見直しの視点として、これまでの削減、縮小と
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いった減量中心の改革だけでなく、本市の一層の活性化に繋がる事業（市の成長

戦略や市民ニーズの高い分野など）を積極的に評価する視点を持ち、取り組むこ

ととします。 

    併せて、市民生活に直接影響を及ぼさない行政内部の事務についても、公金意

識を徹底し、手法の見直しによる効率化などにより経費の削減を図ります。 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【具体的な取り組み項目】 
 
・窓口サービスのあり方検討・改善サイクルの継続 

・「地域の絆再生」と「市民力結集」による市民主役のまちづくりの推進 

・職員によるまちづくり支援員制度の導入 

・意欲ある外部人材の積極的な活用  ・音声告知システムの廃止 

・指定管理者モニタリング制度の導入 
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 ２ 効率的な組織機構と人材育成                  

本市では、これまでも「市民サービスに必要な財源を確保していくため、総人件 

費を抑制する」という考えのもと、第２次定員適正化計画（平成２３年３月策定）

に基づき、職員数の削減や給与制度の見直しを進め、一定の成果を上げてきました。

また、必要に応じた機構改革を行い、組織体制も整えてきたところです。 

しかしながら、今後も厳しい財政状況、人口の減少が続くことが予想されること 

から、引き続き、スリムな組織・人員体制の構築と給与水準の適正化に取り組みま

す。 

 また、市民サービスの質の向上に向け、社会の変化に対応した施策を推進してい

くため、職員の意識改革と資質向上を図るとともに、その能力を十分に発揮できる

組織づくりに取り組みます。 

 

 （１）簡素で効率的な組織・人員体制 

   定員管理については、事務事業の見直しと連動するものであることから、全体の

業務量を見極め、社会経済情勢の動向や他自治体の状況などを総合的に勘案する中

で、それに見合う適正な職員数を各職場に的確に配置することにより、市民満足度

の向上を目指すこととし、今後とも最小の人数で最大の効果を上げることのできる

業務体制の確立に取り組みます。 

   組織・機構については、地域課題の複雑化、多様化に伴う柔軟な対応が求められ

ており、一課では処理できない業務や全庁的に取り組まなければならない業務が増

加してきていることから、横断的なプロジェクト組織などの活用により業務の効率

化を図るとともに、時代に即応した組織・機構の柔軟な見直しを行います。 

   職員の給与については、その業務の性格や内容を踏まえつつ、市民の理解と納得

が得られるよう、給与水準の適正化を図ります。 

 

 （２）職員の意識改革と人材育成 

   市民ニーズの多様化及び地方分権の進展に伴い、地方公共団体の職員に対しては、

より高い能力と責任が、これまで以上に強く求められています。 

このため、職員一人ひとりが全体の奉仕者としての強い自覚と責任感を持ち、前

例や固定観念にとらわれない柔軟な発想のもと、スピード感のある対応が行えるよ

う職員の意識改革と能力向上を図ります。職務遂行にあたっては、組織目標を明確

に意識し、その目標を自主的に管理しながら成果を上げていく能力を育成し、その

能力や業績を人事配置や給与等の処遇に適切に反映していくため、人事評価制度の

導入を進めます。 

また、本市が目指す施策を実現するため、民間企業の経験者など多様な人材の確

保に取り組み、さまざまな職務経験や知識・技術等を通じて培われた能力や視点を、

業務の効率的な遂行や組織の活性化に活かしていきます。 
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このような取り組みを進めるにあたっては、職員一人ひとりがモチベーションを

高め、能力を最大限発揮できる職場環境が重要であることから、組織マネジメント

の強化やワーク・ライフ・バランスの推進、性別・年齢に関わらず能力が発揮でき

る職場の実現など職員の成長を支えるきめ細かな職場環境づくりを進めます。 

 

    

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【具体的な取り組み項目】 
 
・職員定数の適正化        ・給与等の適正化 

・多様な人材の活用        ・人事評価制度の導入 

・女性職員の採用・登用の拡大   ・職員研修の充実 

・ワーク・ライフ・バランスの推進 
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 ３ 安定した財政基盤の確立                    

 本市の財政は、依然として自主財源に乏しく、それを地方交付税などの依存財源

により補てんしている脆弱な財政状況が続いており、今後、人口の減少・高齢化に

伴う歳入の減少、歳出面では社会保障費の増加や公共施設の経年化に伴う維持管理

経費の増加などにより、財政構造の一層の硬直化が懸念される状況にあります。 

 また、合併に伴う時限的な財政支援措置（合併特例支援）は、平成３１年度まで

となっており、財源の確保はより一層厳しいものになっていくと思われます。 

 しかしながら、このような財政状況にあっても、本市が抱える人口減少問題や基

幹産業の振興などの重要課題に対応した施策を展開していくことは引き続き求め

られています。 

 このため、合併特例支援終了後の財政状況を見据え、徹底して経費の節減・合理

化、自主財源の確保を進め、歳入に見合う歳出構造を構築していきます。 

  

 （１）経費の節減・合理化  

    歳入に見合う歳出構造の構築に向け、歳出全般において、事業評価により実績

や効果を徹底検証し、選択と重点化の観点から一層の経費の削減と重点配分等を

進め、財政構造の改善に努めていきます。 

    補助金等については、必要性、費用対効果、経費負担のあり方などについて再

検証を行い、適正化を図っていきます。 

    また、現行の市の会計制度は、単式簿記によるもので、予算執行や現金の収支

把握に適したものとなっている反面、市全体の資産と負債の情報や事業ごとのコ

スト把握ができないといった課題があるため、今後、行政経営の視点に立った分

析と管理が可能な複式簿記による新たな公会計制度の導入を進めます。 

 

 （２）自主財源の徹底確保 

    魅力あるまちづくりを進め、市民の利便性の向上を継続的に進めていくために 

   は、自主財源の確保が重要となります。 

    このため、市税をはじめ、各種の使用料・手数料等については、負担の公正確

保の観点から、滞納整理の一層の推進により未収金の回収に努め、徴収率の向上

に積極的に取り組んでいきます。 

    また、各種の使用料や手数料等については、受益者負担の適正化の観点から見

直しを進めるとともに、市が保有する媒体を利用した広告収入の確保の推進など、

自主財源の確保に積極的に取り組みます。 

 

 （３）地方公営企業等の経営健全化の推進 

    地方公営企業について、中長期視点に立った経営を確立し、経済性と公共性の 

   両面から、効率的な運営に努め、財務体質の改善を積極的に進めます。 
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    また、市が地方公営企業として運営している事業については、当該事業そのも

のの必要性と市が運営することの必要性について見直します。 

    特別会計については、経営の原則である経済性と公共性の両面から、自立性・

主体性を高め、経費削減を図るとともに、一般会計からの繰入に依存することが

ないよう受益者負担の適正化に努めるなど、効率的な運営に努めます。 

     

    

   

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【具体的な取り組み項目】 
 
・市債残高の縮減と実質公債費比率の抑制 

・新公会計制度の円滑な導入と効果的な運用 

・市税、国民健康保険税の収納率の向上 ・補助金の見直し 

・使用料・手数料の見直し       ・市営交通船事業の見直し 

・ごみ焼却費用の縮減         ・企業誘致の推進 
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 ４ 公共施設の見直し                       

本市は、合併前の旧１市５町が保有していた公共施設のほぼ全てを引き継いで

おり、これらの施設を今後も継続して維持していくとなれば、今後、建替や大規

模改修にかかる経費が、平成２６年度から４０年間で約 1,204 億円（平成２６

年８月総務省モデルに基づいて試算）になると見込まれており、近年の公共施設

に係る投資的経費の水準を踏まえると、相当の財源不足が懸念されます。 

このため、本市は、将来を見据え、真に必要な公共施設を安全に保有し続ける

体制を確立していくことを目的とし、公共施設の見直しを行い、施設の統廃合な

ど将来的な財政負担を軽減するための取り組みを積極的に進めます。 

公共施設の見直しにあたっては、選択と集中の観点から、本市のにぎわいづく

りや活性化にも留意しつつ、現在及び将来のニーズ等を見据えて公共施設を再構

築するという視点で取り組むこととします。 

なお、施設の統廃合については、地元住民や利用者に大きな影響を及ぼすこと

から、本市の公共施設を取り巻く現状や課題について、丁寧な説明をもって理解

を求めつつ、スピード感と決断をもって推進していきます。 

    

【公共施設の見直しにかかる基本方針】 

  上記の考え方に基づき、公共施設の見直しについては次の４つの基本方針により 

取り組みを進めます。 

  

 ①施設総量の縮減 

   施設の整備から長期間が経過し、整備当初の使命が薄れたものについては、廃止、 

  縮小するとともに、民間での運営が可能な施設は積極的に民営化を進めるなど、施

設の利用状況等に留意しながら、市全体の保有量の縮減に取り組みます。 

   また、老朽化した施設の更新にあっては、できるだけ単独での更新は行わず、他

の施設との複合化等を前提に検討を進めます。 
 

 ②維持管理・運営方法の見直し 

   施設の維持管理・運営方法について、毎年度の管理実績の分析を基礎に、現

在の管理運営方法にとらわれることなく、民間企業のノウハウなどを活か

し、管理運営コスト削減、市民サービスの向上など一層の効率化に取り組

みます。  
 

 ③資産の有効活用 

   市民が公共施設をできるだけ長期間良好な状態で利用できるよう、ライフサイク

ルコスト縮減の可能性を十分検証したうえで、計画的な予防保全を行い、公共施設

の長寿命化に取り組みます。 

   また、公共施設の廃止等によって生じた余剰地等については、民間への売却や貸 
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  付を積極的に進め、効果的な資産活用に取り組みます。 
 

 ④施設整備に関するルール 

   厳しい財政状況が予想される中、公共施設の整備、特に新規事業の着手にあたっ 

ては、これまで以上に慎重な対応が必要であり、限られた財源を有効に活用するた 

め、事業の構想段階から必要性や効果等をしっかりと検証し、新規・更新を問わず、

全体の中で優先順位をつける仕組みづくりに取り組みます。 

 

 （１）公共施設の整理・統廃合（施設保有量の縮減） 

    公共施設の見直しにかかる基本方針を踏まえ、施設保有量の縮減を前提に、平

成２８年度までに公共施設等総合管理計画（施設分野別の実行計画）を策定し、

施設の整理・統廃合等を進めます。 

    また、公共施設の運営方法等の見直しを積極的に行い、一層の効率化に取り組

みます。 

 

 （２）資産の有効活用 

    公共施設の廃止等によって生じた余剰地等や既存の遊休資産について、将来的

に利用計画がない場合は、民間への売却や貸付を積極的に進め効率的な資産活用

に取り組みます。 

    また、公共施設全体の状況を把握し、長期的な視点をもって、施設の長寿命化

を計画的に行うことにより、財政負担の軽減を図ります。 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

【具体的な取り組み項目】 
 
・公共施設等総合管理計画の策定・推進  

・し尿処理、ごみ処理施設の集約化 ・集会施設の整理、統廃合 

・学校施設の整理、統廃合     ・市営住宅の整理、統廃合 

・漁船保全施設の整理、統廃合    

・遊休資産の有効活用（売却・貸付の推進） 
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【用語解説】 

 

○新たな公会計制度 

    既存の地方自治体の会計制度である単式簿記・現金主義会計の仕組みに、民間企業の 

会計制度である複式簿記・発生主義会計を採り入れようという取り組みが制度化された 

もの。住民等に対し、財政状況等の情報をわかりやすい方法で提供するとともに、より 

効率的・効果的な行財政運営を行っていくことを目的としている。 

 

○合併算定替 

    合併年度及びこれに続く１０年間は、合併関係市町がなお合併前の区域をもって存続 

した場合に算定される普通交付税の合算額が保証され、さらに、その後５年間は激変緩 

和措置により交付される。 

 

○合併特例債 

    合併後の市町村が市町村計画に基づいて行う一定の事業に要する経費について、合併 

年度及びこれに続く１５年間に限り、地方債（充当率９５％）を財源とすることができ 

るとされている。なお、当該地方債の元利償還金の７０％が普通交付税によって措置さ 

れる。 

 

○経常収支比率 

    財政構造の弾力性を判断するための指標で、市税、普通交付税など毎年度経常的な収 

入で市が自由にその使途を決定できる財源（経常一般財源）を、人件費、扶助費、公債 

費など毎年度義務的・継続的に支出する必要がある経費にどの程度充当しているかをみ 

るもの。比率が高いほど財政構造の硬直化が進んでいることを表す。 

 

○事業評価制度 

    行政が実施する事業について、その実施状況や成果の評価を行い、必要性や有効性等 

を分析する制度で、その結果を事業の見直しや予算編成等に活用している。 

 

○実質公債費比率 

    地方債制度が「許可制度」から「協議制度」に移行したことに伴い導入された財政指 

標であり公債費による財政負担の程度を示すもの。 

    １８％以上の団体…地方債の発行に国の許可が必要 

    ２５％以上の団体…地方債の発行（一般単独事業等地方債）が制限 
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○指定管理者制度 

    平成１５年９月の地方自治法の改正により導入された制度で、公の施設の管理運営を 

自治体の出資法人等に限らず、民間事業者・団体等に委任できるというもの。民間が持 

つ能力を活用し、効率性や市民サービスの向上を図ることが目的となっている。 

 

○人事評価制度 

    職員の職務遂行能力や目標達成度・成果などの業績を評価し、人事管理に反映させる 

仕組み。 

 

○ライフサイクルコスト 

    施設の企画設計、建設、維持管理及び解体処分すべての段階において必要とされる費 

用の総額。 

 

○ワーク・ライフ・バランス 

    仕事と生活の調和。仕事上の責任を果たしつつ、結婚や育児をはじめとする家族形成 

のほか、介護やキャリア形成、地域活動への参加等、個人や家族がライフステージに応 

じた生き方を実現できるようにすること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


